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＜市街化調整区域内の農地転用とその後の使用について＞ 

【所管: 農政課、都市計画課】 

 

【所管: 農政課】 

農地の転用手続きについては、町農業委員会及び神奈川県により、法に基づいて審査し

ており、申請者に対して周辺農地への影響はもちろんのこと、隣接する農地地権者等、関

係者への説明を求めています。 

ただし、農地転用後の個々の土地利用につきましては、農地法の規制対象外となり、是

正を求めるなど町が指導することは難しい状況です。 

このことから、町が土地利用者に対して、塀や防犯灯といった構造物の設置の規制や敷

地内をコンクリートで打設するよう指導することはできませんが、隣接する農地の耕作に

影響がある場合は、町から土地利用者に対しまして具体的な対策案を示して対応していた

だけるよう、協力のお願いをしております。 

 

【所管: 都市計画課】 

 市街化調整区域は、市街化を抑制するために建築物等の建築に制限がかかっている地区

であります。 

そのため、建築物の建築を目的とした造成などについては、寒川町開発指導要綱による

指導等が可能ですが、本件の場合は建築物の建築を目的としていないため、寒川町開発指

導要綱の対象とならないことから、個々の土地利用について指導を行うことは難しいと考

えますが、事業者等から事前相談があった場合などには、周辺住民への説明をしっかり行

うよう、協力のお願いをしてまいります。 


